
長期高度人材育成コース 仕様書 ※再募集

Ⅰ 業務名

民間教育訓練機関等による離職者等の委託訓練（長期高度人材育成コース)

の実施。

介護福祉士養成科

Ⅱ 仕様内容

１ 基本事項

(1) 事業の概要

正社員就職を希望する非正規雇用労働者等が，安定した雇用環境への

転換を図るため，企業が求める国家資格等の高い職業能力を習得するこ

とを支援し，正社員就職の実現を目指すための公共職業訓練について，

民間教育訓練機関等から企画を募集し訓練の実施を委託する。

(2) 対象事業

吹上高等技術専門校，（以下「委託元」という。）が主体となって実

施する職業訓練，訓練生の就職支援及び修了就職者の定着支援の実施並

びにこれに伴う以下の業務であって，民間教育訓練機関等（以下「委託

先機関」という。）に委託して実施するもの。

ア 訓練生の募集及び選考

イ 訓練生の出欠席の管理及び指導

ウ 訓練の指導記録の作成

エ 受講証明書及び職業訓練受講給付金等に係る事務処理

オ 訓練生の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導

カ 訓練生の住所，氏名，金融機関等の変更に係る事務処理

キ 訓練生の中途退校に係る事務処理

ク 出欠状況報告書，欠席・遅刻・早退届，添付証明書等の提出

ケ 災害発生時の連絡

コ 訓練実施状況の把握及び報告

サ 訓練生の能力習得状況の把握及び報告

シ 就職状況の把握及び報告

ス 定着状況の把握及び報告

セ 能力評価及び職業能力証明シートの作成

ソ その他，委託元が必要と認める事項



(3) 事業目的

委託先機関が実施する委託訓練において，以下の修了要件を満たし，

訓練生全員が就職できるようになることを目標とする。

ア 訓練受講時間が総訓練設定時間の80％以上で，かつ，設定した資格

等を取得していること。

イ 法律に基づき養成施設等の指定を受けている場合は，当該指定の要

件となる養成課程の修了（卒業）要件に適合すること。

ウ 文部科学大臣による職業実践専門課程の認定を受けている場合は，

委託先機関が定める卒業要件に適合すること。

(4) 委託費

ア 委託訓練に要する経費については，委託費として委託先機関へ支払

うものとする。

(ｱ) 訓練実施経費

訓練実施経費の単価は，訓練生１人１月当たり 90,000円（外税）

を上限とし，委託訓練に必要な経費を積み上げた月額単価と委託先

機関における一般の受講者の授業料等を比較して，より経済的な額

で設定し，支払うものとする。

(ｲ) 定着支援費

委託訓練を修了し訓練に関連する職業に就職した者（訓練終了後

３か月以内に就職した者（内定，日雇い，１週間の所定労働時間が

20時間未満の雇用契約及び自営を除く）。以下「修了就職者」とい

う。）について，就職後の定着支援業務を行い，就職後６か月間（就

職した日から起算して180日間）継続して雇用されていた場合は，

定着支援に必要な経費相当額として，当該継続雇用された修了就職

者について，１人当たり50,000円（外税）を支払うものとする。

イ 訓練実施経費の支払額については，訓練生１人につき訓練実施後１

か月（歴月）ごとに算定する（以下「算定基礎月」という。）ことと

し，当該算定基礎月において，訓練設定時間の80％に相当する時間の

訓練を受講した者を対象に算定し，委託先機関に対して支払う（当該

要件を満たす月について，以下「支払対象月」という。）。

また，算定基礎月において，訓練設定時間の80％に相当する訓練を

受講していない場合であっても，訓練開始日から訓練終了日までの全

訓練期間における訓練設定時間の80％に相当する訓練を受講した者に

対しては，全訓練期間について支払対象月とする。

ウ 訓練実施経費は，訓練終了後に支払われるものであるが，必要に応

じて３か月を単位として３か月経過ごとに支払うことができるものと

する。

また，算定基礎月において，訓練設定時間の80％に相当する訓練を

受講していない場合であっても，３か月を単位として当該３か月にお

ける訓練設定時間の80％に相当する時間の訓練を受講した者に対して

は，当該３か月全てを支払対象月とする。（この場合，訓練開始日か

ら訓練終了日までの全訓練期間について支払対象月とする取扱はでき

なくなる。）

エ 訓練実施経費は，原則として訓練終了後，請求書を受理した日から



20日以内に支払うものとする。

なお，訓練の起算日に対応する日の前日より前に訓練が終了した場

合，訓練生が中途退校した場合，又は委託契約を解除した場合の訓練

実施経費の額は，原則，(4)のアの支払対象月について月額単価によ

り支払うこととする。

ただし，委託先機関における一般の受講者が中途退校した場合にお

いて，中途退校した日までの受講料を日割りで支払うこととしている

場合は，委託費も同様に取り扱うものとすること。

※ 訓練生から入校手数料や受講料等を徴してはならない。

ただし，国家資格等の受験料や手数料等，又は訓練生の所有となる

教科書，教材等に要する経費については，訓練生の自己負担とする。

※ 入校試験の受験料については，委託費としての支給は行わないが，

訓練生の募集時において，受験料（一般の受講希望者の額を上限）を

予め明示した上で徴収しても差し支えない。

(5) 委託訓練の実施場所

ア 委託訓練の実施場所は，鹿児島県内とする。

イ 委託訓練の実施場所は，訓練期間中，原則として同一の場所とする。

ただし，実習等により実施場所を変更する場合は，委託元に事前に

報告すること。

(6) 受講対象者

以下の全てに該当する者とする。

ア 公共職業安定所に求職申込みを行っている者。

イ 公共職業安定所長の受講指示，受講推薦又は支援指示を受けた者。

ウ 概ね55歳未満の者。（厚生労働大臣の指定する介護福祉士及び保育

士の養成課程を活用したコースを除く。）

ただし，55歳以上の者であっても，以下エ～ケの要件を満たす場合

は，状況に応じて対象とする。

エ 有期労働契約などによる非正規雇用労働者など，就業経験において

不安定な就労の期間が長いことや，安定就労の経験が少ないことによ

り能力開発機会が乏しかった者，又は出産・育児等により長期間離職

していた女性等。（厚生労働大臣の指定する介護福祉士及び保育士の

養成課程を活用したコースを除く。）

オ 国家資格等高い知識及び技能を習得し，正社員就職を希望する者。

カ 委託訓練を修了し，対象資格等を取得する明確な意思を有する者。

キ 委託先機関において，学則（校則）により一般の受講者にも適用さ

れる制限（年齢・性別・実務経験等）に抵触しない者。

ク ハローワークにおける職業相談において，ジョブ・カードを活用し

たキャリアコンサルティングを受け，職業経験の棚卸し及び職業生活

設計等の結果，当該訓練の受講が必要と認められる者。

ケ 過去に長期高度人材育成コース及び１年以上の公共職業訓練（委託

訓練）を受講（正当な理由の無い中途退校も含む）したことのない者。

※ なお，ア～ケの全てに該当しても，新規学卒未就職者や学卒未就職

者であって受講申込時点で学校卒業後１年以上経過していない者は，



対象外。

２ 委託訓練の設定・実施に関する条件

(1) 訓練生の募集

訓練生の募集に関して，委託元の求めに応じ，公共職業安定所（出張

所等含む）への配布用チラシの作成，各種周知活動等を実施すること。

(2) 訓練コースの設定

ア 訓練コースの種別は次のとおりとする。

企画書 訓練 訓練設定

提出先 種 別 ｺｰｽ数 定員 期間 時間

年間

吹上校 介護福祉士養成科 １ ６ ２年 1,400時間

以上

※ 所管大臣等が指定する養成施設で１年以上の習得を必要とされて

いるもの，文部科学大臣が認定する職業実践専門課程であるもの，

及び委託先機関の一般の受講者における直近２年間の国家資格等の

合格率が概ね全国平均以上であるものについては，１年間の総訓練

設定時間を700時間以上とする。

※ １単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては，当該１単

位を１時間とみなし，１単位時間を90分とする場合にあっては，当

該１単位時間を２時間とみなす。

イ 以下に該当する職業訓練を実施するものであること。

なお，以下の①及び②については，訓練期間中に資格試験の受験を

行うものであることとし，また，合格発表までの期間においても適切

に訓練が実施されるものとすること（ただし，委託先機関における養

成施設としての修了（卒業）証書の交付日が，合格発表と同月中であ

る場合に限る。）

委託先 委託先 国家試験 3/31

３月 卒業 合格

委 託 訓 練 生

委託元 技能照査及び

修了証書の交付

① 公的職業資格のうち国家資格の取得を訓練目標とするもの



② 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち，専修学校の

専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程（平成2

5年文部科学省告示第133号）に基づき文部科学大臣が職業実践

専門課程として認定したもの

ウ 当該訓練コースの受講により，訓練目標に設定した資格等を取得し，

受講者全員が就職できることが見込まれる内容であること。（委託先

機関における過去の実績において，正社員就職率（介護福祉士養成科

及び保育士養成科については就職率）が80％以上であること。）

直近２カ年の実績で訓練生の実績がある場合は，訓練生のみの実績で

上記に記載する内容に適合しなければならない。

今回，令和７年度の受託なので直近の実績は令和５年度と４年度とな

る。令和５年度については，令和６年３月に修了した訓練生（一般学

生）の就職率をとる。

エ 職業能力開発促進法施行規則第９条に規定する普通課程の普通職業

訓練（通信の方法によって行う訓練を除く。）として，求職者向けに

必要な知識・技能等の職業能力を付与するものであること。

オ 教科内容は，職業能力開発促進法施行規則第10条の規定に基づく適

切なものであること。

カ 講師は，実技にあっては訓練生15人までは１人，15人を超えるとき

は２人以上（助手を含む。）の配置を標準とし，学科にあっては訓練

生30人までは１人の配置を標準とすること。

キ 講師は，職業訓練指導員免許を有する者又は職業能力開発促進法第

30条の２第２項の規定に該当する者等であり，職業訓練の適切な指導

が可能であると認められる者であること。

参考：職業能力開発促進法第30条の２の第２項に該当する者とは次の者

（職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試

験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては，職業能力開発促進法

施行規則第39条第１号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る）

をいう。

○ 訓練に係る教科に関し，応用課程の高度職業訓練を修了した者で，その

後一年以上の実務経験を有するもの。

○ 訓練に係る教科に関し，専門課程の高度職業訓練を修了した者で，その

後三年以上の実務経験を有するもの。

○ 訓練に係る教科に関し，大学（短期大学を除く）を卒業した者で，その

後四年以上の実務の経験を有するもの。

○ 訓練に係る教科に関し，短期大学又は高等専門学校を卒業した者で，そ

の後五年以上の実務の経験を有するもの

○ 訓練に係る教科に関し職業能力開発促進法施行規則第46条の規定により

職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者（一級の技能検定又は

単一等級の技能検定に合格した者等）

ク カリキュラム内容が，訓練の目標，仕上がり像と整合性を有するも

のであり，その内容が真に就業に資するための技能・技術の習得であ

ること。



(3) 訓練実施に当たっての留意事項

ア 訓練生の選考

(ｱ) 委託先機関は，訓練生の選考について，選考試験を実施して行う

こと。

(ｲ) 選考試験の実施方法，実施内容等については，事前に委託元に提

出し，詳細を協議の上，実施すること。

(ｳ) 選考試験実施責任者を１人配置すること。

(ｴ) 面接試験は，１面接室当たり面接官を２人配置すること。

(ｵ) 筆記試験は，１試験会場当たり試験担当官を２人以上配置するこ

と。

(ｶ) 選考試験の結果を委託元に報告すること。

(ｷ) 委託元による合否決定を受けて，選考試験受験者に対して受講決

定通知を郵送すること。

(ｸ) 受講決定者からの辞退の受付，補欠合格者への受講決定通知の郵

送を行うこと。

(ｹ) 選考試験実施に係る費用（人件費，会場借上料，印刷費，郵送費

等）は，委託費に含むものとする。

イ 訓練生の応募状況等に応じた措置

訓練生募集期間の終了時において，応募者数が委託先機関が設定し

た受託可能人数の過半数を下回った場合，委託先機関は委託元と協議

し，訓練の実施又は中止を決定するものとする。

ウ 訓練生への対応

委託先機関は，訓練期間中及び訓練修了後から下記(5)に記載する

定着支援の期間までの間，訓練生からの苦情，各種手続き，その他の

問い合わせ等のための体制整備を図ること。

また，委託先機関の責任者及び事務担当者の緊急連絡先を訓練生に

明示すること。

(4) 就職支援

委託先機関は，訓練期間中及び訓練終了後を通じて，訓練生全員を就

職させるための就職支援策を実施すること。（キャリアコンサルティン

グ，求人開拓，求人情報の提供等）

(5) 定着支援

ア 就業状況確認

就職後６か月間において，最低月に１回以上の頻度で修了就職者に

就業状況を対面，電話又はメールなどによりヒアリングを行うこと。

また，離職し求職中であることを把握した場合には，公共職業安定

所の利用等を促すこと。

なお，ヒアリングを行った場合は，就業状況ヒアリング記録管理簿

を作成すること。



イ フォローアップ

上記アにより，受講した委託訓練において習得した知識又は技能に

ついて，修了就業者が課題を抱えていることが認められた場合は，適

切な助言又は必要に応じて補講などを行うこと。

なお，この場合の補講において発生する費用は，あらかじめ修了就

職者の同意を得た上で，自己負担として実施すること。

ウ 定着者数の把握及び報告

委託先機関は，修了就職者が６か月間(就職した日から起算して180

日間）継続して雇用されているかどうかを，修了就職者から就業状況

報告書の提出により把握を行うとともに，委託元に対し当該把握結果

を就業状況報告一覧表にまとめて訓練修了日の翌日から起算して290

日以内に報告すること。

なお，報告の際には，就業状況報告書の写しを添付すること。

(6) 訓練実施状況等の報告等

ア 訓練実施状況の報告等

委託先機関は，契約書に基づく訓練実施状況に係る報告を行うとと

もに，委託元が行う調査（訓練生の出席状況，実施した訓練内容，就

職支援の内容等）に応じること。

イ 就職状況に係る報告等

委託先機関は，委託元が示す方法により訓練修了後３か月以内の訓

練修了者の就職状況を調査し，委託元に報告すること。

ウ 定着支援に係る報告等

上記(5)の報告を行うこと。

エ 訓練，就職支援及び定着支援に伴う業務に係る報告等

Ⅱ１(2)参照

(7) 安全衛生

委託先機関は，訓練を実施するに当たり，職業訓練上又は通所途上の

事故の防止等，訓練生の安全衛生について十分配慮すること。

なお，災害が発生したときは，迅速に対応するとともに，速やかに委

託元担当者あてに連絡すること。

(8) 個人情報の管理

ア 訓練生の状況，就職状況調査の内容は，訓練生の個人情報であるた

め，「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号）に基づ

き，個人情報の適切な管理をすること。

イ 委託訓練の実施に当たって知り得た訓練生に関する個人情報につい

ては，第三者に漏らしてはならない。

ウ その他個人情報の管理については，個人情報取扱注意事項（業務委

託契約書の別記）によること。



Ⅲ 企画書の提出

１ 企画書は，以下の書類をもって構成し，紙媒体２部，データを入れた記

録媒体１部を提出すること。

(1) 委託訓練受託申請書（様式第１号）

(2) 実施施設の概要（様式第２号）

(3) 委託訓練カリキュラム（様式第３号）

日別計画表については任意様式

(4) 訓練生が自己負担を要するもの一覧（様式第４号）

(5) 講師名簿（様式第５号）

(6) 各種就職支援の実施状況（様式第６号）

(7) 委託訓練コース要素点検表（様式第７号）

(8) 授業料調書

(9) 委託訓練に係る国家資格の養成施設として指定されている場合は指定

通知書（写），職業実践専門課程等として認定されている場合は認定に

係る通知（写）

(10) ソフトウェアの使用許諾契約書等（写）（パソコンを使用する場合）

(11)一般受講生に係る応募要項（学費等が記載されているもの），選考要

項等

(12)実施施設紹介パンフレット等

(13)施設案内図・配置図

(14)写真（建物外観，教室，就職相談室，事務所）

(15)誓約書

２ ソフトウェアの使用許諾契約書等（写）は，特別の事情がある場合は，

訓練の開講時までに提出すればよい。

３ 委託元が必要と認める場合において，必要な書類の提出を求める場合が

ある。

４ 提出期限：令和６年１０月１８日（金）午後４時まで（必着）

５ 提 出 先：訓練コースの委託元である県立高等技術専門校（Ⅶ参照）

Ⅳ 審査結果の通知

令和６年１０月下旬～１１月上旬



Ⅴ 企画書の審査

１ 提出された企画書の内容等を確認するため，下記２の評価を行う前に，

委託元による実態調査を行う場合がある。

２ 委託元と県庁雇用労政課による企画書審査により，提出された企画書及

び実態調査をもとに評価を行う。

※ 審査の結果，訓練コースの設定（種別・定員等）を変更する場合がある。

※ 企画書提出の際に虚偽の書類を提出した場合は，委託費の返還を求める

場合がありますので十分御留意ください。

Ⅵ その他

１ 本仕様書に定めのない軽微なものについては，委託元の指示に従うこと。

２ 本事業の実施は，令和７年度鹿児島県当初予算の成立及び国との協議が

整うことが前提となります。

Ⅶ 問い合わせ先

１ 委託元

県立吹上高等技術専門校（担当：総務課 久保）

〒899-3302 日置市吹上町中之里1717番地

TEL：099-296-2050 FAX：099-296-2746

E-mail：fugisen@pref.kagoshima.lg.jp

２ 鹿児島県商工労働水産部雇用労政課（担当：公共訓練係 楠原）

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

TEL：099-286-3021 FAX：099-286-5582

E-mail：koukun@pref.kagoshima.lg.jp


